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○県が推進する公社等改革は，公社等への県の関与を適正化し，

公社等の自立的運営を促すことを目的としています。 
○本改革計画は，平成１４年度から概ね平成１７年度までを計画

期間とする「公社等見直し計画」の一部を変更したものです。 
○計画の変更は，統合等の修正のほか，数値目標化など，より効

果的に,より分かりやすく改革を推進する観点から行いました。 
○平成 17 年 8 月改訂では，平成 16 年度の取組成果を踏まえ，平

成 17 年度以降の目標値等の修正を行いました。（修正部分アン

ダーライン） 
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Ⅰ 公社等外郭団体改革の基本的な考え方 

 

１ 公社等外郭団体の現状と課題 

 公社等外郭団体※1（以下「公社等」という。）は，行政ではカバーしきれない分野において，県民サ

ービス向上や行政需要への迅速・柔軟な対応のため，県と連携して事業を行い，県民生活の安定と福祉の

向上に多くの役割を果たしてきました。 
しかし，その一方で，近年の民間事業者の公的分野参入や景気低迷等の社会経済情勢の変化を背景とし

て，県の関与の在り方や自立的な団体運営等の課題が生じてきています。 
 

２ 公社等見直しの視点と経緯 

公社等の見直しは，平成９年度からの「新しい県政創造運動－宮城の行政改革」の一環として位置づけ

進めてきました。見直しの視点は，設立目的が希薄化していないか，民間の業務と競合していないか，採

算に問題がないか，欠損金が生じていないか，県による人的・財政的関与が強くないか等です。 
この視点に，団体個々の役割や運営実態等についての県の政策的判断も加え，これまで次のような取組

を行い，団体の廃止や充て職の廃止，団体の経営改善などに一定の成果を挙げてきているところです。 

平 成 1 1 年 5 月：｢公社等外郭団体に対する県の関与の見直し，団体の運営改善の促進等に向けての

取組方針｣を策定しました。 

平成11～13年度：上記方針に基づき，公社等の自主的な取組を基本に，運営改善を促進しました。 

平 成 1 3 年 9 月：｢公社等外郭団体の見直し方針｣を策定しました。 

平成14年1月,6月：上記方針に基づき，1月に「公社等外郭団体の見直し実施計画の内容」（以下「実

施計画」という。），6月に「見直し実現計画及びスケジュール」を策定しました。 

平 成 14,15年 度：実施計画に基づき，概ね17年度までを目標年度とする県主導の見直しを実施。 

 
３ 今回の計画変更の考え方 

平成１４年度からの実施計画に基づいて取り組んだ結果，新たな課題や改革の方向性が出てきて，統合

の組合せやスケジュールに変更が生じました。 

このため，今回，次のような観点から実施計画の変更を行うこととしました。（変更後の計画期間も，

概ね平成１７年度までとしました。） 

• 新たな課題や改革の方向性を踏まえ，団体統合の組合せやスケジュールを修正する。 

• これらの修正に加えて，県議会の「外郭団体等調査特別委員会報告」（平成15年3月）を踏まえ，各

県の先進的取組を参考にして，次の方法で，より効果的で県民に分かりやすい公社等改革を推し進

める。 

・ 改革の内容を「県の取組内容」と「団体の取組内容」に区分して，より具体化 

・ 改革の内容をできるだけ数値目標化 

・ 団体ごとに，県の実施計画や見直し実現計画及びスケジュール，団体の経営改善に向けての取組

計画等を「公社等外郭団体改革計画表」（以下「団体改革計画表」という。）に一覧表化 
 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

※1「公社等外郭団体」：次のいずれかに該当するもので，県が毎年度指定する団体（平成17年度79団体指定） 

(1)県が資本金，基本金その他これらに準ずるものを出資している法人で，県の出資割合が4分の1以上のもの 

(2)県の事務事業と密接な関連を有する法人（詳細は「宮城県の公社等外郭団体への関わり方の基本的事項を定める条例施行規則」参照） 

• 県の出資割合がおおむね5分の1以上のもの 

• 県の補助金等が，総収入の概ね4分の1以上のもの 

• 本庁等に事務所を置き，県職員が法人の事務に従事しているもの 
• その他(1)に準じて取り扱う必要があるもの 
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Ⅱ 県の取組内容 

公社等のうち，県の関与の見直しと団体運営の改善が特に必要と判断された５１団体（以下「要改善団体」

という。）を中心に，公社等がこれまでに蓄積してきたノウハウなどの実態に十分配慮しながら，県は次の

ような内容の改革を重点的・計画的に進めます。 

なお，団体ごとの県の取組内容は，別紙団体改革計画表の「５ 改革計画」に記載のとおりです。 

１ 要改善団体の改革の方向 

次の区分に従い，各団体と協力しながら改革を進めます。 

(1) 廃止団体又は廃止が予定されている団体（３団体） 

団 体 名 備   考 

(財）宮城県文化財保護協会 
平成15年7月2日寄附行為を変更し，存続期間を設定（平成25年3
月31日まで） 

(財）グリーンピア岩沼 実施計画の「平成17年度解散」を前倒しして平成15年3月31日解散 

(財）地域産業創造センター 平成14年7月22日解散 

(2) 統合することが望ましい団体（７団体） 

団 体 名 備   考 

（社福）宮城県社会福祉協議会 

（社福）宮城県福祉事業団 

（財）宮城いきいき財団 

（平成17年度）

実施計画では「宮城県社会福祉協議会と宮城いきいき財団の２団
体を平成20年度を目標に統合」としていたが，今日の社会福祉改
革の流れを踏まえ，より強力かつ総合的な地域福祉推進の中核機
関を整備するといった視点から，宮城県福祉事業団を追加し，統
合時期を前倒しし，平成17年4月1日に統合 

（財）みやぎ産業交流センター 

（株）仙台港貿易促進センター 

（事務局統合）

実施計画では「平成20年度を目標に統合」としていたが，平成 
17年度事務局統合（ただし，指定管理者制度の導入により，事務
局統合の是非について検討する必要がある。） 

（社）宮城県物産振興協会 

（社）宮城県観光連盟 

（平成17年度）

統合の適否をも含めた事業の在り方の検討 

(3) 県の業務委託等の在り方の見直し，業務の縮小，競合分野の民間へのシフトを行う団体（６団体） 

団 体 名 備   考 

（財）宮城県文化振興財団 平成14年度から，県は，文化情報ライブラリー事業委託を廃止 

（社）宮城県農業公社 
実施計画では宮城県林業公社との統合としていたが，事業承継上及び資

産承継上の課題が判明したことから区分を変更 

（社）宮城県林業公社 
実施計画では宮城県農業公社との統合としていたが，事業承継上及び資

産承継上の課題が判明したことから区分を変更 

（社）宮城県建設センター 
平成15年度から，県は，道路台帳調製業務をセンターと民間事業者への

分離発注を本格実施 

（特）宮城県住宅供給公社 
実施計画では宮城県土地開発公社との事務局統合としていたが，両団体

の抜本的な経営改善に必ずしも結びつかないことから区分を変更 

（財）宮城県建築住宅センター 
平成15年度から，県は，計画修繕業務等の一部を試行的に民間事業者に

直接発注 

(4) 国の特殊法人改革を踏まえた見直しをする団体（２団体） 

団 体 名 備   考 

（特）宮城県農業会議  

（財）宮城勤労者いこいの村 
平成15年度に，管理受託施設を特殊法人雇用・能力開発事業団か
ら栗駒町が譲り受け，町から財団が指定管理者として指定 
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(5) 経営改善又は県の関与を見直す団体（２３団体） 

 ア）県の業務委託を見直す団体 

団 体 名 備   考 

（社福）恩賜財団済生会支部宮城県済生会  

 イ）県の財政的関与を見直す団体 

団 体 名 団 体 名 

（財）宮城県国際交流協会 （財）みやぎ林業活性化基金 

（財）みやぎ産業振興機構 （財）みやぎ婦人会館 

（特）宮城県土地改良事業団体連合会  

 ウ）収入の確保に取り組む団体 

団 体 名 団 体 名 

（財）慶長遣欧使節船協会 （財）宮城県フェリー埠頭公社 

（財）宮城県水産公社 （財）宮城県スポーツ振興財団 

 エ）その他の経営改善又は県の関与を見直す団体 

団 体 名 団 体 名 

（特）宮城県土地開発公社 （社）宮城県配合飼料価格安定基金協会 

（財）宮城県地域振興センター （社）宮城県漁業無線公社 

（財）宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団 （特）宮城県道路公社 

（特）宮城県職業能力開発協会 （財）石巻湾漁業振興基金 

（財）仙台勤労者職業福祉センター （財）仙台湾漁業振興基金 

（社）宮城県国際経済振興協会 （財）宮城県下水道公社 

（社）宮城県畜産物価格安定基金協会  

(6) 出資者の立場から経営改善を働きかける団体（１０団体） 

団 体 名 団 体 名 

仙台臨海鉄道（株） (株）宮城県食肉流通公社 

阿武隈急行（株） (株）インテリジェント・コスモス研究機構 

くりはら田園鉄道（株） 宮城県開発（株） 

(株）東北ハンドレッド 仙台空港ビル（株） 

(株）テクノプラザみやぎ 仙台エアカーゴターミナル（株） 

(7) 県からの職員派遣を縮小・終了する団体（１０団体）【再掲】 

団 体 名 備   考 

（特）宮城県土地開発公社 平成14年度で派遣終了 

（財）宮城県文化振興財団  

【（社福）宮城県福祉事業団）】 【平成17年3月31日解散】 

（財）みやぎ産業振興機構  

（株）仙台港貿易促進センター 平成13年度で派遣終了 

（社）宮城県農業公社 平成13年度で派遣終了 

（社）宮城県林業公社 平成13年度で派遣終了 

（特）宮城県道路公社 平成16年度で派遣終了 

（財）宮城県下水道公社  

（財）宮城県建築住宅センター 平成15年度で派遣終了 

（財）宮城県スポーツ振興財団  
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２ 公社等代表者への充て職の廃止 

公社等代表者への充て職※2は，公社等経営の責任の明確化及び県関与の適正化の観点から，円滑な

事業執行を図る上で継続が必要な場合を除き原則廃止します。継続する場合は，理由を明確にします。 

平成１６年３月末現在，１４団体が既に充て職を廃止していますが，継続する２団体を除く１１団

体（うち1団体「(社福)宮城県社会福祉協議会」は，平成16年4月1日新規就任）は，平成１７年度まで

に充て職を廃止します。 

 

平成15～17年度 
充て職廃止予定団体 

充て職継続団体 充て職廃止済み団体 

(財)宮城県国際交流協会 

(社福)宮城県社会福祉協議会 

(財)宮城勤労者いこいの村 

(社)宮城県国際経済振興協会 

(社)宮城県観光連盟 

(社)みやぎ原種苗センター 

(財)宮城県水産公社 

(財)石巻湾漁業振興基金 

(財)仙台湾漁業振興基金 

(財)宮城県体育協会 

(財)宮城県野外活動振興協会 

 

         （11団体） 

(財)東北自治研修所 

【継続する理由】 

本県を含む東北６県と県

内市町村が職員の研修機関

として設立したものであり，

所在県の担当部長が就任す

ることが適当である。 

仙台空港鉄道(株) 

【継続する理由】 

仙台空港アクセス鉄道は，

県が主体となって推進して

いる事業であり，国や関係機

関との調整等を行う上で，代

表取締役に知事が就任する

ことが適当である。 
 

（2団体） 

阿武隈急行(株) 

(財)宮城県環境事業公社 

(財)グリーンピア岩沼（H15.3解散） 
(財)宮城いきいき財団（H17.3解散） 

(社福)恩賜財団済生会支部宮城県済生会

(財)みやぎ産業交流センター 

(株)仙台港貿易促進センター 

(社)宮城県農業公社 
(社)宮城県林業公社 
(社)宮城県漁業無線公社 

(社)宮城県建設センター 
宮城県開発(株) 
(財)宮城県建築住宅センター 

(財)宮城県スポーツ振興財団 

 

             （14団体）

 

３ 委託のあり方の見直し 

公の施設の管理・運営業務の委託先は，これまで県の出資団体などの公的団体に限られていました。

しかし，平成１５年６月に施行された地方自治法の改正により，指定管理者制度※3が導入されたこと

に伴い，株式会社などの民間事業者も参入することができるようになりました。 

このため，指定管理者の指定等に関する通則的事項を定める「公の施設の指定管理者の指定の手続

等に関する条例」（平成16年7月施行）を制定したところであり，今後，公の施設ごとに，指定管理者

制度への移行のための設置条例改正を行い，平成17年4月1日以降順次導入していきます。 

平成16年度 
～17年度 

・公の施設の設置条例の改正 
（指定管理者の指定手続，指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲等を

条例に規定） 

・指定管理者を議会の議決を経て指定（併せて指定する期間も定める。） 

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

※2「代表者の充て職」：知事，副知事又は部局長の職（地位）にある人が，慣例的に団体の代表者に就任すること。 
※3「指定管理者制度」：これまで公の施設の管理を受託することができるのは，①地方公共団体が資本金等の 50％以上を出資している法人，

②管理委託しようとしている地方公共団体が25％以上を出資している法人でその公の施設の管理を主な業務とするもの等に限られていま

した。平成 15 年 9 月の地方自治法の改正により，①，②以外に③株式会社を含めた民間事業者にも管理委託できることとなりました。 
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４ 財政的関与の見直し 

公社等に対する県の委託金・補助金・負担金の財政的関与は，公社等の自立的運営の確立を促す観

点から，財政再建推進プログラム※4との整合性や県の施策との関連性を考慮しながら，次のような目

標値でもって見直ししていきます。 

なお，団体ごとの目標値は，別紙団体改革計画表「４ 経営改善に向けての取組計画（数値目標の

設定）」欄のうち『県からの財政的関与』のとおりです。             
（単位：千円）

 

 平成14年度実績※ 
(対象団体82団体) 

平成15年度実績※

(対象団体82団体)
平成16年度実績 

(対象団体81団体)
平成17年度目標 

(対象団体78団体) 
H17目標／H14実績

委託金 14,921,115 14,655,718 14,054,573 13,848,071 92.8%

補助金 4,391,801 5,105,627 5,338,429 7,805,941 177.7%

負担金 201,263 205,940 707,740 1,860,795 924.6%

合 計 19,514,179 19,967,285 20,100,742 23,514,807 120.5%
※ 委託金等の額を精査した結果，委託金等の実績値が公社等外郭団体改革計画（H16.8改訂）の実績値と異なってい

る団体があるため，公社等外郭団体改革計画（H16.8改訂）の数値と一致しない。 
注1）平成16年度実績，平成17年度の目標値は，事業年度が8～7月のため数値が出せない東北開発研究センター分を除

いている。 
注2）平成17年度の目標値は，平成17年度に指定した79団体のうち，事業年度が8～7月でありまだ目標が立てられない

東北開発研究センター分を除いている。 
 

【再掲１】平成17年度に指定した団体のうち，目標値の立てられない1団体を除く78団体の目標値 

 平成14年度実績 
（78団体） 

平成15年度実績
（78団体） 

平成16年度実績
（78団体） 

平成17年度目標 
（78団体） 

H17目標／

H14実績 

委託金 10,699,366 10,583,474 10,344,524 13,848,071 129.4%

補助金 3,977,630 4,591,945 5,068,731 7,805,941 196.2%

負担金 201,263 205,940 707,740 1,860,795 924.6%

合 計 14,878,259 15,381,359 16,120,995 23,514,807 158.0%

 

【再掲２】 
①再掲１のうち，特に財政的支援が増加する５団体（H17目標値がH14実績の10%以上かつ増加額が

2千万円以上増加する団体）の目標値 

 平成14年度実績 
（5団体） 

平成15年度実績
（5団体） 

平成16年度実績
（5団体） 

平成17年度目標 
（5団体） 

H17目標／

H14実績 

委託金 4,531,579 4,705,213 4,777,063 4,821,598 106.4％

補助金 1,308,160 2,112,180 2,754,234 5,024,341 384.1％

負担金 0 0 513,000 1,662,500 －％

合 計 5,839,739 6,817,393 8,044,297 11,508,439 197.1％
注）委託金等の額を精査した結果，団体毎の補助金のH15年度実績値が，H16.8改訂時の値と異なっている団体 

があるため，公社等外郭団体改革計画（H16.8改訂）と一致しない。 

 

団体名（５団体） 

(財)みやぎ産業振興機構 (特)宮城県信用保証協会 (社)宮城県農業公社 仙台空港鉄道(株) 

(財)宮城県下水道公社    

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

※4「財政再建推進プログラム」：財政再建の道筋を明らかにするために,平成 13 年 10 月に,平成 14 年度から 17 年度までを計画期間として策定

したもので，公社等の見直しも含まれている。 



- 6 - 

②再掲１のうち財政的支援が減少又は横ばいの４５団体（H17目標値がH14実績より減少又は増加
額がH14実績の10%未満若しくは2千万円未満）の目標値 

 平成14年度実績
（45団体） 

平成15年度実績
（45団体） 

平成16年度実績
（45団体） 

平成17年度目標
（45団体） 

H17目標／

H14実績 

委託金 9,527,171 9,157,131 8,556,904 8,296,469 87.1%
補助金 2,286,594 2,179,101 1,874,597 2,167,250 94.8%
負担金 200,463 195,516 193,940 196,695 98.1%

合 計 12,014,228 11,531,748 10,625,441 10,660,414 88.7%
注）45 団体のうち，事業年度が 8月～7月で H15 決算がまだ出ていない東北開発研究センターを除く 44 団体分

を集計 
（委託金等の額を精査した結果，団体毎の委託金等の H14,15 年度実績値や H17 年度目標値が，H16.8 改訂時の 
値と異なっている団体がある。） 

 
団体名（４５団体） 

(社)宮城県危険物安全協

会連合会 

(財)東北自治研修所 (財)東北開発研究ｾﾝﾀｰ (株)東北ﾊﾝﾄﾞﾚｯﾄﾞ 

(財)宮城県地域振興ｾﾝﾀｰ (社)宮城県公衆衛生団体

連合会 

(財)宮城県伊豆沼･内沼

環境保全財団 

(財)宮城県生活衛生営業

指導ｾﾝﾀｰ 

(財)宮城県文化振興財団 (財)慶長遣欧使節船協会 (財)宮城県国際交流協会 (社福)宮城県福祉事業団

(社福)宮城県社会福祉協

議会 

(財)宮城県地域医療情報

ｾﾝﾀｰ 

(財)宮城いきいき財団 (財)宮城県母子福祉連合

会 

(社福)恩賜財団済生会支

部宮城県済生会 

(財)宮城県腎臓協会 (株)ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞみやぎ (社)宮城県計量協会 

(特)宮城県農業信用基金

協会 

(特)宮城県職業能力開発

協会 

(株)仙台港貿易促進ｾﾝﾀｰ (社)宮城県国際経済振興

協会 

(社)宮城県ﾄﾗｯｸ協会 (特)宮城県農業会議 (株)宮城県食肉流通公社 (社)宮城県畜産協会 

(財)みやぎ林業活性化基

金 

(社)宮城県漁業無線公社 (財)かき研究所 (財)宮城県水産公社 

(特)宮城県商工会連合会 (社)宮城県建設ｾﾝﾀｰ (財)みやぎ建設総合ｾﾝﾀｰ (特)宮城県道路公社 

宮城県開発(株) (特)宮城県住宅供給公社 (財)宮城県建築住宅ｾﾝﾀｰ (財)宮城県体育協会 

(財)宮城県ｽﾎﾟｰﾂ振興財

団 

(財)宮城県野外活動振興

協会 

(財)みやぎ婦人会館 (財)暴力団追放宮城県民

会議 

(社)宮城県交通安全協会    

 
③再掲１のうち①，②以外の団体（委託金，補助金，負担金の無い２１団体） 

仙台臨海鉄道(株) (財)宮城県環境事業公社 石巻産業創造(株) (特)宮城県漁業信用基金

協会 

(財)宮城勤労者いこいの

村 

(財)仙台勤労者職業福祉

ｾﾝﾀｰ 

(財)みやぎ産業交流ｾﾝﾀｰ 仙台港流通ﾀｰﾐﾅﾙ(株) 

(社)宮城県畜産物価格安

定基金協会 

(社)宮城県配合飼料価格

安定基金協会 

石巻埠頭ｻｲﾛ(株) (財)翠生農学振興会 

(株)ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ･ｺｽﾓｽ研究

機構 

(財)七ヶ宿ﾀﾞﾑ自然休養

公園管理財団 

(財)宮城県ﾌｪﾘｰ埠頭公社 (財)石巻湾漁業振興基金

(財)仙台湾漁業振興基金 塩釜港開発(株) 仙台空港ﾋﾞﾙ(株) 仙台ｴｱｶｰｺﾞﾀｰﾐﾅﾙ(株) 

(財)宮城県文化財保護協

会 
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５ 県退職者の再就職と県職員派遣の見直し 

① 県退職者の再就職 

県では，県退職者の再就職の透明性，妥当性を高めることなどを目的に，次のような内容を含む「退

職する職員の再就職に関する取扱要綱」（平成１５年１０月２４日制定）を定めました。 

要綱に基づき，県退職者の公社等への再就職についても適正に行い，かつ必要最小限にとどめると

ともに，今後この要綱等に基づき，公社等を含む法人等への県退職者の再就職の状況を毎年度公表し，

透明性を高めていきます。 

「退職する職員の再就職に関する取扱要綱」の概要 

• 再就職に関して県が関与する範囲の明確化 

• 再就職後の行為規制の明確化 

• 再就職状況の公表（公社等への再就職状況等を含む。） 

② 県職員派遣 

県から公社等への職員派遣については,公社等外郭団体総合調整委員会※5に諮った上で,条例等※6

に基づき，適正な派遣を行います。 

なお，団体ごとの人数は，別紙団体改革計画表「４ 経営改善に向けての取組計画（数値目標の設

定）」欄のうち「②役職員数」の「うち県職員数」のとおりです。 
 

（ 各 4月 1日 現 在 ）

 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 H17／H14

団体数 21団体 20団体 18団体 15団体 71.4％ 

派遣職員数 72人 65人 58人 49人 69.0％ 
 
 
 
 
 
 
 
 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

※5「公社等外郭団体総合調整委員会」：公社等の指定，公社等への職員の派遣，公社等への出資など，公社等に関する重要な事項の審議を行う

ため設置したもので，副知事を会長とし部局長で構成している。 
※6「条例等」：「公益法人等への職員の派遣等に関する条例」（平成 13 年条例第 63 号）及び｢公益法人等への職員の派遣等に関する要綱｣(平 14

年 4 月 1 日付け人第 328 号総務部長通知) 

 



- 8 - 

６ 基本財産の活用 

公社等の財団法人の中には，基本財産の運用益収入が金利の低下により著しく減少して，設立目的

を果たすための公益事業の実施に苦慮している団体があります。 

基本財産を取り崩して活用する以外に公益事業の資金を調達する方法がなく，この活用が認められ

ないと公益事業の安定的な実施に支障が生じる財団法人に対しては，基本財産を取り崩して活用する

ことについても，指導助言していきます。 

なお，基本財産を取り崩して活用するに当たっては，「基本財産の処分の承認基準」（平成１５年

１０月２３日改正）を満たすことが必要です。 

「基本財産の処分の承認基準」※7（抜粋） 

• 処分（取崩し）が単年度限りであり，かつ，処分した財産が確実に補填されるものである

こと。ただし，処分額の総額が基本財産の２０％以内であって，処分後の基本財産の額が

２億円以上の場合は，処分が３か年度以内であり，かつ，処分した財産の補てんに努める

ものであること。 

 

７ 団体改革のための県の指導 

もとより公社等は独立した法人であり，自己責任原則に則った経営が基本です。その意味で，公社

等自らが自立的な運営の確立に向け、人材やノウハウ等の資源を最大限に活用し，効率的・効果的に

事業を展開して，設立目的を着実に実現していく責務があります。 

一方で，県は公社等に対して出資・出えんし，委託・補助・負担等の財政的関与を行い，公社等は

県行政と密接な関連を有する事業を行っています。このことから，県は，公社等改革ための上記「６

基本財産の活用」までの事項に取り組む以外に，公社等の業務の健全性と適切な運営の確保のための

指導助言を的確に行っていく必要があります。 

県の助言指導の視点は，公社等自らの不断の経営改善とコンプライアンス（法令遵守※8）の徹底に

あり，次のような事項を中心に指導助言していきます（詳細は次ページ以降の「Ⅲ 団体の取組内容」

参照）。 

① ｢経営目標・評価システム」の導入による経営改善 

② 監事等への外部有職者の選任 

③ 役員等経営幹部への民間経験者からの選任 

④ 情報公開の一層の推進 

なお，団体ごとの県の指導方針は，別紙団体改革計画表の中の「６（要改善団体以外の団体は５）

団体の取組計画を踏まえた県としての団体改革に対する考え方」に記載のとおりです。 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

※7「基本財産の処分の承認基準」：財団法人及び社団法人の基本財産の処分に係る承認の基準を定めたもので，承認に当たっては，ここに記載

した要件のほか，事業計画・収支予算が適切に執行されていること，現行の財産運用が効率的であること等の要件がある。 
※8「コンプライアンス（法令遵守）」：法令，企業倫理，内部規則等を遵守して法人を運営していくこと。 
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平成 15 年度 

10 月 11～3 月 

公
社
等
が
自
ら
県
の
指
導
助

言
を
踏
ま
え
て
Ｈ
15
年
度
以

降
の
目
標
を
設
定 

※ 

目標達成に向けた

事業執行 

県の指導助言 

推進委員会の助言 

平成 16 年度 

4～6 月 7～3 月 

公
社
等
が
自
ら
Ｈ
15
年
度
の
目

標
達
成
状
況
を
評
価
・
推
進
委
員

会
及
び
県
の
指
導
助
言
を
踏
ま

え
て
Ｈ
１６
年
度
以
降
の
目
標
を

設
定 

※
※ 

目標達成に向けた

事業執行 

県の指導助言 

推進委員会の助言 

4～6 月 7～3 月 

公
社
等
が
自
ら
Ｈ
１６
年
度
の
目

標
達
成
状
況
を
評
価
・
推
進
委
員

会
及
び
県
の
指
導
助
言
を
踏
ま

え
て
Ｈ
17
年
度
以
降
の
目
標
を

設
定 

※
※
※ 

目標達成に向けた

事業執行 

県の指導助言 

推進委員会の助言 

平成 17 年度 

Ⅲ 公社等の取組内容 
公社等は，自己責任原則に則った経営を行うほか，県から人的・財政的関与を受け，あるいは県から業務を

受託しているという公的な責任に鑑み，次のような事項に真摯に取り組むことが望まれます。 

１ 経営目標・評価事業の導入 

① 経営目標・評価事業の全体像と運用 

経営目標・評価事業は，公社等が自立的経営の確立に向け，主体的に経営改善を進めていくための

仕組です。つまり，公社等自らが，事業実施に先立ち，経営改善ための数値目標を設定，事業実施後

に実績を評価して，翌年度以降の経営に反映する形で運用していきます。 

経営目標・評価事業の導入は，平成１５年度からすべての公社等で導入します。公社等は，目標の

設定や評価について，県の指導助言のほか，公社等外郭団体経営目標・評価推進委員会※9（以下「推

進委員会」という。）の助言を得て，的確に運用していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 3か年度分（要改善団体以外の団体はＨ15年度分のみ）の目標を団体改革計画表に設定 
※※ Ｈ15の目標と実績を比較評価し，推進委員会の助言等を踏まえてＨ16以降3か年度（要改善団体以外の団

体はＨ16のみ）の目標を団体改革計画表に設定 
※※※ Ｈ16の目標と実績を比較評価し，推進委員会の助言等を踏まえてＨ17以降3か年度（要改善団体以外の団

体はＨ17のみ）の目標を団体改革計画表に設定 

② 経営目標の設定 

各団体は，事業実施に先立ち，経営改善に向けた取組目標や収支等の目標値を，別紙団体改革計画

表の「４ 経営改善に向けての取組計画（数値目標の設定）」に設定します。目標は，当該年度を含

む向う３年度分（要改善団体以外の団体は当該年度分）を，次の留意点を踏まえて設定します。 

• 前年度までの経営評価の結果を反映しているか。 

• 目標値の設定水準が，団体の目的や事業内容等に照らし妥当であるか。 

• 目標値は実現可能であるか。 

③ 経営評価の実施 

各団体は，事業年度終了後，当該年度の各目標値の達成率が十分な水準であるか評価します。評価

の方法は，当該年度の目標と実績の比較，当該年度の実績と前年度までの実績との比較，経営指標の

分析等により行います。その際，概ね次のような事項についても評価を行います。 

なお，評価の結果は，別紙団体改革計画表の「４ 経営改善に向けての取組計画（数値目標の設定）」

にまとめ，次年度以降の経営に反映していきます。 

• 支出の抑制と同時に，収入の拡大に努めたか。 

• 目標値の設定は適当であったか。 

• 事業内容や組織機構，役職員数，報酬・給与等の見直しは必要ないか（経営が悪化した場
合は，トップや経営幹部が報酬・給与のカットなどにより，経営責任を負います。） 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

※9「公社等外郭団体経営目標・評価推進委員会」：経営目標・評価事業に対して助言等を得るために県が設置したもので，公認会計士 3 名で構

成されている。（平成 17 年度からは，宮城県の公社等外郭団体への関わり方の基本的事項を定める条例に基づいて，公社等外郭団体経営評

価委員会から意見を聴く。） 
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２ 監事・監査役への外部有識者の選任 

公社等の監事・監査役は，理事・取締役の職務の執行を監査し，業務執行の適法性を確保するなど

の役割があり，その責任の重大さが指摘されています。 
このため，公社等内部のチェック機能を強化し，公社等をめぐる不祥事を防止する観点から，監事・

監査役の選任に当たっては，公認会計士等有識者から選任するよう努めるものとします。 
 
３ 役員等の民間経験者からの登用 

 景気の低迷や金利の低下など厳しい環境にあって，公社等は，コスト意識や能力主義の徹底など，

これまで以上に効果的で効率的な団体運営及び事業展開が求められています。 
 このため，民間の経営ノウハウを積極的に活用して組織の活性化を図る観点から，役員等の経営幹

部の選任に公募制を採用するなど，民間経験者等から有能な人材を登用するよう努めるものとします。 
 
４ インターネットによる情報公開の推進 

公社等の情報公開は，情報公開条例等※10により定款，事業報告書（営業報告書），収支計算書（損

益計算書），貸借対照表等の業務・財務に関する資料の公開に努めることとされています。しかし，

公開の場所は，県の情報センター・コーナー及び各公社等の窓口に限られていることから，より簡単

に県民に情報を提供できるようにすることが課題となっています。 
このため，公社等自らがインターネットにより，条例等に定める資料を公表するよう努めるものと

します。 
また，公社等が，県から委託金，補助金，負担金を受けて特定の事業を行っている場合は，その名

称，金額，事業内容，実績等についても，インターネットにより公表するよう努めるものとします。 
 
 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

※10｢情報公開条例等」：｢情報公開条例」（平成11年宮城県条例第10号），｢出資団体の情報の公表に関する要綱」（平成11年6月15日宮城県

要綱），｢インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて」（平成13年8月28日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会

議幹事会申し合わせ）に基づく県からの要請 
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Ⅳ 計画的な改革の推進 
 
本計画の着実な推進を図るために，県は行政改革推進本部等において進行を管理していきます。 
なお，今後の取組結果により数値目標等が変わってきますので，計画を随時見直ししてまいります。 

１ 行政改革推進本部等における進行管理 
 

① 計画の進行管理 

総務部長は，計画の進行状況を９月及び３月分の半期ごとにとりまとめ，行政改革推進本部長（事

務局は行政管理課）に報告するものとします。 
行政改革推進本部長は，総務部長に対して必要な指示を行うものとします。 

② 別紙団体改革計画表「５ 改革計画」の進行管理 

所管部局長は，別紙団体改革計画表「５ 改革計画」（要改善団体のみ）の進行状況等について6月，

9月，12月，3月の末日までに総務部長に報告するとともに，９月及び３月分の報告にあっては，行政

改革推進本部長に併せて報告するものとします。 
所管部局長に対して，行政改革推進本部長は必要な指示を，総務部長は必要な助言を行うものとし

ます。 

③ 別紙団体改革計画表「６ 団体の取組計画を踏まえた県としての団体改革に対する考え方」（要改善

団体以外の団体は「５ 団体の取組計画を踏まえた県としての団体改革に対する考え方」）の進行管理 

上記②別紙団体改革計画表「５ 改革計画」と同様に進行管理を行います。 
 

２ 公社等外郭団体総合調整委員会における進行管理 

公社等外郭団体総合調整委員会において，毎年度１回，公社等の指定を行います。また，県職員の

派遣，出資・出えん，定款や寄付行為の重要な変更等については，随時，その妥当性等を判断してい

きます。 
 

３ 公社等の自己管理等 

① 別紙団体改革計画表「４ 経営改善に向けての取組計画」の進行管理 

公社等は，別紙団体改革計画表「４ 経営改善に向けての取組計画」を，所管部局長の指導助言及び

推進委員会の助言をできる限り尊重して，自己点検方式で進行管理を行うものとします。 
公社等は，この進行管理状況を，当該年度の翌年度の６月末日までに所管部局長に提出することとし

ます。（所管部局長は行政改革推進本部長に報告するものとします。） 
なお，公社等に指導助言する所管部局長に対して，行政改革推進本部長は必要な指示を，推進委員会

は必要な助言を行うものとします。 

② 別紙団体改革計画表「１ 基本情報」，「２ 事業内容」，「３ 主な経営指標の推移」の取りまとめ

と報告 

公社等は，別紙団体改革計画表「１ 基本情報」，「２ 事業内容」及び「３ 主な経営指標の推移」

を取りまとめ，当該年度の翌年度の６月末日までに，所管部局長を経由して，行政改革推進本部長に報

告するものとします。 
 

４ 公表について 

改革計画，別紙団体改革計画表及びその取組成果については，インターネットで毎年度公表するもの

とします。 
行政管理課ホームページ（http://www.pref.miyagi.jp/gyoukan/kousya/kousya-top.htm） 
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別紙 団体改革計画表 

 要改善団体（47団体※） 要改善団体以外の団体（32団体） 
 

1  (特)宮城県土地開発公社 
2  (株)東北ハンドレッド 
3  (財)宮城県地域振興センター 
4  仙台臨海鉄道（株） 
5  阿武隈急行（株） 
6  くりはら田園鉄道（株） 
7  (財)宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団 
8  (財)宮城県文化振興財団 
9  (財)慶長遣欧使節船協会 
10 (財)宮城県国際交流協会 
11 (社福)宮城県社会福祉協議会 
12 (社福)恩賜財団済生会支部宮城県済生会 
13 (財)みやぎ産業振興機構 
14 (株)テクノプラザみやぎ 
15 (特)宮城県職業能力開発協会 
16 (財)宮城勤労者いこいの村 
17 (財)仙台勤労者職業福祉センター 
18 (財)みやぎ産業交流センター 
19 (株)仙台港貿易促進センター 
20 (社)宮城県国際経済振興協会 
21 (社)宮城県物産振興協会 
22 (社)宮城県観光連盟 
23 (社)宮城県農業公社 
24 (特)宮城県農業会議 
25 (社)宮城県畜産物価格安定基金協会 
26 (社)宮城県配合飼料価格安定基金協会 
27 (株)宮城県食肉流通公社 
28 (特)宮城県土地改良事業団体連合会 
29 (財)みやぎ林業活性化基金 
30 (社)宮城県林業公社 
31 (社)宮城県漁業無線公社 
32 (財)宮城県水産公社 
33 (株)インテリジェント･コスモス研究機構 
34 (社)宮城県建設センター 
35 (特)宮城県道路公社 
36 (財)宮城県フェリー埠頭公社 
37 (財)石巻湾漁業振興基金 
38 (財)仙台湾漁業振興基金 
39 宮城県開発（株） 
40 仙台空港ビル（株） 
41 仙台エアカーゴターミナル（株） 
42 (財)宮城県下水道公社 
43 (特)宮城県住宅供給公社 
44 (財)宮城県建築住宅センター 
45 (財)宮城県スポーツ振興財団 
46 (財)みやぎ婦人会館 
47 (財)宮城県文化財保護協会 

48 (社)宮城県危険物安全協会連合会 
49 (財)東北自治研修所 
50 (財)東北開発研究センター 
51 (社)宮城県公衆衛生団体連合会 
52 (財)宮城県生活衛生営業指導センター 
53 (財)宮城県環境事業公社 
54 (財)宮城県地域医療情報センター 
55 (財)宮城県母子福祉連合会 
56 (財)宮城県腎臓協会 
57 (社)宮城県計量協会 
58 石巻産業創造（株） 
59 (特)宮城県信用保証協会 
60 (特)宮城県漁業信用基金協会 
61 (特)宮城県農業信用基金協会 
62 (財)みやぎ農業担い手基金 
63 仙台港流通ターミナル（株） 
64 (社)宮城県トラック協会 
65 (社)みやぎ原種苗センター 
66 (社)宮城県青果物価格安定相互補償協会 
67 石巻埠頭サイロ（株） 
68 (社)宮城県畜産協会 
69 (財)かき研究所 
70 (財)翠生農学振興会 
71 (特)宮城県商工会連合会 
72 (財)みやぎ建設総合センター 
73 (財)七ヶ宿ダム自然休養公園管理財団 
74 塩釜港開発（株） 
75 仙台空港鉄道（株） 
76 (財)宮城県体育協会 
77 (財)宮城県野外活動振興協会 
78 (財)暴力団追放宮城県民会議 
79 (社)宮城県交通安全協会 
 

 

 

※ ２ページでは 51 団体となっていますが，ここで
は既に解散した 2 団体（（財）グリーンピア岩沼，
（財）地域産業創造センター）及び次の①・②を
除いて，4７団体としています。 

 
※ 平成 17 年度の指定において，平成 16 年度指定

団体から，3 団体が除外されています。 
  ①宮城県福祉事業団（H17.4 に宮城県社会福祉協

議会に統合） 
  ②宮城いきいき財団（H17.4 に宮城県社会福祉協

議会に統合） 
  ③宮城県温泉協会（公社等外郭団体の指定要件の

見直しに伴い除外） 




